
 

白井市に通勤・通学されている方の図書館利用登録 

及び更新（年 1回）の際のお願い 

 

通勤とは：白井市内の勤務先に週 3 日以上、3 か月以上の勤務形態の方 

通学とは：小学校、中学校、高等学校、または専門学校等に通学している方 

     （幼稚園、保育園及び学習塾等は対象外です） 

1. 現住所を確認できるものをご用意ください。  

 運転免許証・保険証・学生証などの公的証明書です。 

2. 白井市内に通勤・通学していることが確認できるものをご用意ください。 

 社員証・学生証・保険証・雇用通知書など公的証明書で、勤務先の所在地が白井市内

と確認できるものです。 

3. 通勤が証明できる書類がない場合は、次の在勤証明書の提出をお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この証明書は、利用登録要件（白井市在勤）を確認するために使用します。 

白井市立図書館 047-492-1122 

在勤証明書 

（あて先）白井市立図書館長 

氏     名： 

勤務先名称： 

勤務先住所：白井市 

勤務先電話： 

 雇用形態：常勤・パート・アルバイト・その他（        ） 

        ※週3日以上、3か月以上の勤務を要します。 

上記相違ないことを証明します。 

  年  月  日 

会社名・事業所名 

代表者名                     印 

所 在 地 

電  話                                               

※証明者の押印は、原則として社判でお願いいたします。 


